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※政治資金規正法の一部を改正する法律（令和６年法律第６４号）が令和６年６月２６日

に、政治資金規正法の一部を改正する法律（令和７年法律第１～３号）が令和７年１月

８日に公布されました。 

各政治団体の皆様におかれましては、次頁以降の事項に御留意の上、その運用に遺漏の

ないよう、格別の御配慮をお願いします。 

 

  



 

 

政治団体について、届出事由が生じたときは、下表により届出期限までに届出を行って

ください。なお、届出様式等については、１３ページ以降をご覧ください。 

 

 

 

 

 ① 政党 

次のいずれかにあてはまる政治団体 

（１）所属国会議員が５人以上 

（２）前回の衆議院議員総選挙（小選挙区・比例代表）、前回又は前々回の参議院議 

員通常選挙（比例代表・選挙区）のいずれかの全国を通じた得票率が２％以上 

 ② その他の政治団体 

  政党・政治資金団体以外の政治団体（主義主張団体、後援団体、政策研究団体、 

特定パーティー開催団体等） 

 

③ 資金管理団体 

  公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者

のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したもの 

  ※指定をしたときは、指定した日から７日以内に、文書で県選挙管理委員会に届け出

なければなりません。また、指定を取り消したとき、届出事項に異動等があったと

きも、その異動の生じた日から７日以内に届出が必要です。 

  

１ 政治団体の各種届出 

２ 政治団体の種類 



※資金管理団体を指定したときのメリット 

（１）公職の候補者が、政党から受けた政治活動に関する寄附を自らの資金管理団

体に対して寄附(特定寄附)する場合、寄附の量的制限（総枠制限：１，００

０万円/年、個別制限：１５０万円/年）に関する規定の適用がありません。 

（２）特定寄附以外に、公職の候補者が自らの資金管理団体に対してする寄附（歳

費等の自己資金による寄附）については、寄附の量的制限のうち個別制限

（１５０万円/年）に関する規定の適用はなく、寄附の総枠制限（１，００

０万円/年）の範囲内において寄附ができる。 

（３）公職の候補者は、選挙前一定期間、自己の後援団体に寄附することが禁止さ

れているが、自らの資金管理団体に対してする寄附は差し支えない。 

 

 ④ 国会議員関係政治団体 

次の（１）～（３）の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）及び（４）（５）の

政治団体（国会議員関係政治団体とみなされます。） 

（１）国会議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 

（２）租税特別措置法第４１条の１８第１項第４号に該当する政治団体（いわゆる寄 

附金控除制度の適用を受ける政治団体）のうち、特定の国会議員に係る公職の

候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 

（３）政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するも

の又はその主要な構成員が国会議員であるもの（いわゆる政策研究団体） 

※令和８年１月１日から国会議員関係政治団体に追加され、令和７年１０月１ 

日から届出が始まります。 

（４）政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位と

して設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの 

（５）国会議員関係政治団体以外の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）のう

ち、各年中において次のいずれかに該当する寄附の金額が１，０００万円以上

となった政治団体（１，０００万円以上となった年及びその翌年において国会

議員関係政治団体であるものとみなされます。） 

・同一の国会議員関係政治団体（上記（３）を除く。）から受けた寄附の金額

（国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である２以上の国会

議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計） 

・同一の上記（３）に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額 

※令和８年１月１日から国会議員関係政治団体に追加されます。 

 

なお、「国会議員に係る公職の候補者」には、現に国会議員の職にある者及び国会議 

員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます。 



 

 

政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入

の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はそ

の者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その

活動)に関し、支出することとされているものです。 

 政治資金パーティーの開催に関し、留意すべき事項は次のとおりです。 

 

 

 

  

３ 政治資金パーティーの開催 



 

 

収支報告書の提出、公開についての概要は次のとおりです。 

 

 

 

 

① 人件費以外の経常経費の明細 

資金管理団体については、収支報告書に明細を記載すべき支出の範囲が拡大されてお 

り、資金管理団体である間に行った支出にあっては、人件費以外の経費のうち１件当た 

り「５万円」以上のものについて、収支報告書に記載するとともに、領収書等の写しを

併せて提出しなければなりません。 

 

②  保有不動産等の保有状況 

資金管理団体が平成１９年８月６日前から所有している不動産（これと密接に関連する 

不動産を含む。）については、用途その他の個々の利用の現況を収支報告書に記載しな 

ければなりません。 

 

  

４ 収支報告書の提出等 

５ 資金管理団体の収支報告に関する特例 



 

 

① 預貯金による政治資金の保管 

国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、国債証券等又は金銭信託による 

運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預貯金の方法により保管するものと 

されています。 

※令和８年１月１日から適用されます。 

 

② 収支報告に関する特例 

・国会議員関係政治団体については、収支報告書に明細を記載すべき支出の範囲が拡大

されており、国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっては、人件費以外の

経費のうち１件当たり「１万円」を超えるものについて、収支報告書に記載するとと

もに、領収書等の写しを併せて提出しなければなりません。 

ただし、領収書等の徴収義務は、全ての支出にかかります。 

・収支報告書の提出期限は、翌年５月末日までとされています。 

・収支報告書・政治資金監査報告書・確認書については、オンラインによる提出が義務 

付けられています。 

※令和９年１月１日以降に提出する収支報告書から、オンラインによる提出が義務付

けられます。 

 

③ 翌年への繰越しの金額の確認等 

・国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告

書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の１２月３１日

又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができる書類（残高確認

書）に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければなりません。 

・国会議員関係政治団体の会計責任者は、翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の 

額と一致しないことが判明したときは、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及 

びその理由を記載した書面（差額説明書）を作成しなければなりません。 

※令和８年分収支報告書及び令和９年解散分収支報告書から適用されます。 

 

 

  

６ 国会議員関係政治団体の特例 



④ 代表者による確認書制度 

（１）収支報告書の記載に係る会計責任者の職務の監督 

国会議員関係政治団体の代表者は、収支報告書の記載に係る会計責任者の職務が政

治資金規正法の規定に従って行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任

者を監督しなければなりません。 

 （２）会計帳簿等に関する随時又は定期の確認 

国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次の事項を確認しなければな

りません。 

・会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振込明

細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。 

・会計帳簿には収入及び支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が当該会

計帳簿を備えていること。 

 

（３）会計責任者による報告書提出時の代表者に対する説明 

国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらかじ

め、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、収支報告書が政治資金規正法の規

定に従って作成されていることについて、収支報告書及びこれに併せて提出すべき

書面を示して説明しなければなりません。 

（４）代表者による確認書の交付 

国会議員関係政治団体の代表者は、（２）による確認の結果及び（３）による説明

の内容並びに政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任

者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、その

旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければなりません。 

（５）確認書の収支報告書への添付 

国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、（４）によ

り交付された確認書を収支報告書に添付しなければなりません。 

 

※（１）、（２）は令和８年１月１日から、（３）～（５）は令和８年分収支報告書か

ら、それぞれ適用されます。 

 

 

  



⑤ 登録政治資金監査人による政治資金監査 

・国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、翌年への繰越しの

状況（※）及び支出に関し、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等などにつ

いて、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人（政治資金適

正化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士、税理士）による政治資金監査を受け

なければなりません。 

・国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書の提出に併せて、登録政治資金監

査人が作成した政治資金監査報告書を提出しなければなりません。 

※翌年への繰越しの状況については、令和８年分収支報告書及び令和９年解散分収支報

告書から政治資金監査の対象となります。 

 

⑥ 少額領収書等の写しの開示制度 

国会議員関係政治団体については、何人でも収支報告書の公表日から３年間、人件費以

外の経費で１件「１万円」以下の支出に係る領収書等の写し等（少額領収書等の写し）

について、県選挙管理委員会に対し開示請求をすることができます。 

（１）開示請求書の提出 

開示請求する方は、県選挙管理委員会に対し開示請求書を提出します。 

（２）少額領収書等の写しの提出命令 

開示請求を受けた県選挙管理委員会は、開示請求があった日から１０日以内に、政

治団体の会計責任者に対し、少額領収書等の写しの提出を命令します。 

（３）少額領収書等の写しの提出 

政治団体の会計責任者は、提出命令があった日から原則２０日以内に、少額領収書 

等の写しを県選挙管理委員会に提出します。 

（４）開示決定 

県選挙管理委員会は、少額領収書等の写しの提出があった日から原則３０日以内に 

開示決定し、閲覧又は写しの交付の方法により開示します。 

 

⑦ 収支報告書の不記載・虚偽記入に係る収入等の国庫納付に関する公職選挙法の特例 

国会議員関係政治団体の収支報告書に記載すべき収入の金額の全部若しくは一部の記載

がなかった場合又は収支報告書に記載すべきでない支出の金額の記載があった場合にお

いて、当該収支報告書が公表されている間に、当該国会議員関係政治団体がそれらに相

当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附につ

いては、公職選挙法第１９９条の２から第１９９条の５まで（公職の候補者等の寄附の

禁止等）の規定は、適用しないこととされています。 

※令和８年分収支報告書から適用されます。 

 



 

 

個人が政治活動に関する寄附をした場合、下表の要件に全て該当するものは、いわゆる

所得控除として、税制上の優遇措置が受けられます。優遇措置を受けるには、２０ページ

の書類を作成し、県選挙管理委員会に提出して確認を受けてください。 

 

※選挙運動（国会議員、県議会議員、県知事の選挙に限る。)に関し、個人が公職の候補

者に行う寄附のうち、選挙運動用収支報告書に記載されるものも、税制上の優遇措置が

受けられます。 

 

 

 

① 寄附の量的制限 

寄附の量的制限とは、政治活動に関して一の寄附者が年間に寄附することのできる金額

についての制限で、寄附の総額の制限（総枠制限）と同一の受領者に対する寄附額の制

限（個別制限）があります（詳細については、１１ページを参照）。 

 

② 寄附の質的制限 

寄附の質的制限とは、特定の者からの寄附に関する規制で、次頁の制限があります。 

 

 

  

７ 税制上の優遇措置 

８ 寄附の制限 



 

 

③ 寄附のあっせんに関する制限 

「寄附のあっせん」とは、特定の政治団体又は公職の候補者のために政治活動に関する 

寄附を集めて、これを当該政治団体又は公職の候補者に提供することをいいます。 

 

 

④ 公職選挙法関係の寄附の禁止 

（１）後援団体に関する寄附等の禁止 

ア 後援団体は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わ

ず、次の例外を除き、寄附をしてはいけません。 

          ・「政党その他の政治団体又はその支部」に対する寄附 

     ・「当該公職の候補者」に対する寄附 

     ・「当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業」に関する寄 

附（ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされ 

るもの及び当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く。） 

 

   イ 何人も、当該選挙ごとに一定期間、後援団体の総会その他の集会又は後援団    

体が行う見学、旅行その他の行事において、当該選挙区内にある者に対し、饗    

応接待（通常用いられる程度の食事の提供を除く。）をし、又は金銭若しくは    



記念品その他の物品を供与してはいけません。 

 

   ウ 公職の候補者は、当該選挙ごとに一定期間、当該公職の候補者に係る後援    

団体に対し、寄附してはいけません（資金管理団体を除く。）。 

※衆議院議員総選挙 

任期満了の日前９０日に当たる日又は解散の日の翌日からその総選挙日ま 

での間 

     ※参議院議員通常選挙 

任期満了の日前９０日に当たる日からその通常選挙の期日までの間 

     ※地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 

任期満了の日前９０日に当たる日（任期満了による選挙以外の選挙につい 

ては、その選挙を行うべき事由が生じた旨の告示をした日の翌日）からそ 

の選挙の期日までの間 等 

 

（２）公職の候補者の氏名等を冠した団体の寄附の禁止 

   公職の候補者の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されて 

いる会社その他の法人又は団体は、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当 

該公職の候補者に対して寄附する場合を除き、当該選挙に関し、当該選挙区内にあ 

る者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはいけません。 

 

 

  





政治活動用立札・看板等の掲示について

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。以下「公職の

候補者等」という。）の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又はその

氏名が類推されるような事項及び後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の

名称を表示する立札及び看板の類については、次の（１）から（４）の要件をすべて満た

すものでなければ掲示することができない。（公職選挙法第143条第16項・第17項、公職

選挙法施行令第110条の5）

（１）公職の候補者等１人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通

じて、次表の総数の範囲内で掲示されるものであること。

（２）当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、

その場所において通じて２を限り、掲示されるものであること。

（３）縦150㎝、横40㎝を超えないものであること。

（４）次表のとおり、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会又は中央選挙管理

会の定めるところにより交付された証票を用いて表示をしたものであること。

＜立札・看板等の証票の交付申請先及び限度総数＞

限 度 総 数
交 付 申 請 先 選 挙 の 種 類

候補者用 後援団体用

衆議院議員（比例代表） ２２ ３３
中 央 選 挙 管 理 会

参議院議員（比例代表） １００ １５０

徳島県及び高知県参議院合
参議院議員（合同選挙区） ２４ ３６

同選挙区選挙管理委員会

衆議院議員（小選挙区） １０ １５

県 選 挙 管 理 委 員 会 知 事 １２ １８

県 議 会 議 員 ６ ６

市 長 ６ ６
市 選 挙 管 理 委 員 会

市 議 会 議 員 ６ ６

町 村 長 ４ ４
町村選挙管理委員会

町 村 議 会 議 員 ４ ４

［参 考］



 

 

 

 ●必ず提出 

 ▲当該届出事項に係る適用、異動等がある場合に提出 

 

※届出に必要な様式等については、本冊子を複写して御活用いただけるほか、県選挙管理

委員会（県庁７階市町村課内）においても配布しております。 

お気軽にお申し付けください。 

 なお、県選挙管理委員会のホームページからも様式等をダウンロードできます。 

  

資金管理団体 その他の政治団体 様式 記載例

設立届 21

設立届（政治団体の支部） 22

規約 ● ● ● － 21

支部証明書 ● － 22

政党の状況等に関する届 ● － 23

資金管理団体指定届 ● 17 25

被推薦書 ▲ ▲ － 23

異動届 ● ● ● 15 24

支部証明書 ▲ － 22

政党の状況等に関する届 ▲ － 23

規約 ▲ ▲ ▲ － 21

資金管理団体指定届 ▲ 17 25

資金管理団体異動届 ▲ 18 25

資金管理団体指定取消届 ▲ 19 26

被推薦書 ▲ ▲ － 23

解散届 ● ● ● 16 24

解散時までの収支報告書 ● ● ● － －

資金管理団体指定取消届 ● 19 26

その他 寄附金（税額）控除のための書類 20 26

設立

異動

解散

区分

14●●●

提出書類 政党の支部
政党（の支部）以外の団体 掲載ページ

収支報告書提出時に該当があれば提出

９ 各種届出に係る提出書類一覧表 



政 治 団 体 設 立 届

令和 年 月 日
総 務 大 臣

殿
徳島県選挙管理委員会

政治団体の名称

事務所の所在地

代表者の氏名

政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

政治団体の区分
□政 党
□政 党 の 支 部
□政 治 資 金 団 体
□政治資金規正法第18条の２

ふ り が な 第１項の規定による政治団体（ ）
□そ の 他 の 政 治 団 体
□その他の政治団体の支部

名 称 国会議員関係政治団体の区分
□政治資金規正法第19条の７
第 １ 項 第 １ 号 に 係 る
国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

□政治資金規正法第19条の７
第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る
国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

目 的 別紙のとおり 組織年月日 令和 年 月 日

（ ） （ ）〒 電話
主たる事務所の
所 在 地

主たる活動区域

(〒 )( 電 話 生年 選 任（ふりがな） ）
氏 名 住 所 月日 年月日

( )( )
代 表 者

( )( )
会 計 責 任 者

( )( )
会 計 責 任 者 の

職 務 代 行 者

支 部 の 有 無 □ 有 課税上の優遇措置 □ 有
□ 無 の適用関係の有無 □ 無

政治資金規正法第1 9条の７ 代表者である公職の候補者に係る公職の種類
第 １ 項 第 １ 号 に 係 る
国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

（ふりがな）
政治資金規正法第1 9条の７ 公職の候補者の氏名 公職の候補者に係る公職の種類
第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る
国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

（第１条関係）第１号様式



届 出 事 項 等 の 異 動 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

徳島県選挙管理委員会

政治団体の名称

事務所の所在地

代 表 者 の 氏 名

政治資金規正法第６条第１項の規定により届け出た事項
に異動があった

政治資金規正法第６条第２項の規定により提出した綱領等の内容

ので、同法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１ 異動事項

２ 内 容

(1) 新

(2) 旧

３ 異動年月日

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２ 代表者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人
が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又
は提出を行うこと。ただし、代表者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限

い。りでな

３ 既に政治団体設立届を提出している政治団体が国会議員関係政治団体に該当するこ
ととなった場合には、法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体にあっ
てはその代表者である公職の候補者に係る公職の種類を、同項第２号に係る国会議員
関係政治団体にあっては同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職
の種類を、それぞれ異動事項に記載すること。

４ 法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体が法第19条の８第２項の規
定による通知を受け、当該国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の届出をする
場合には、当該通知に係る文書を併せて提出すること。

５ 政治団体設立届の際に併せて提出した法第６条第２項に規定する綱領、党則、規約
その他の政令で定める文書（法第18条の２第１項の規定による政治団体にあっては、
開催計画書その他の政令で定める文書）のうち、令第５条第４号に掲げる文書の内容
に異動があった場合には、別紙に必要事項を記載の上、提出すること。それ以外の文
書の内容に異動があった場合には、異動後の文書を提出すること。

（第４条関係）第11号様式



政 治 団 体 解 散 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

徳島県選挙管理委員会

政治団体の名称

事務所の所在地

代 表 者 の 氏 名

会計責任者の氏名

令和 年 月 日に解散をしたので、政治資金規正法第１７条第１項の規定によ

り届け出ます。

（備 考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 代表者及び会計責任者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、

これらの者の代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人

確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他

の措置を講ずる場合は、この限りでない。

３ 目的の変更その他により政治団体でなくなった旨の届出及び法第１８条の２第１項の

規定による政治団体が法第６条第１項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催

を中止した旨の届出は、この様式に準じて行うこと。

４ この届出をする場合には、法第１７条第１項に規定する収入及び支出並びに資産等に

関する事項を記載した報告書を提出すること。

（第11条関係）第18号様式



資金管理団体指定届

年 月 日令和

総 務 大 臣

殿

徳島県選挙管理委員会

公 職 の 種 類

氏 名

住 所

年 月 日に資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、政治資令和

金規正法第１９条第２項の規定により届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 主たる事務所の所在地

３ 代表者の氏名

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

年 月 日令和

氏 名

（備 考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 公職の候補者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代

理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示

又は提出を行うこと。ただし、公職の候補者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、

この限りでない。

３ 「公職の種類」欄には、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若し

くは長の区分により、その職については選挙区において選挙することとされている場合

には当該選挙区名を付して、その職にある者にあっては「衆議院議員 徳島県第○区選

挙区（現職）」、その職の候補者又は候補者となろうとする者にあっては「衆議院議員

四国選挙区（候補者等）」の例により記載すること。

（第14条関係）第23号様式



資金管理団体届出事項の異動届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

徳島県選挙管理委員会

氏 名

住 所

届出事項に異動があったので、政治資金規正法第１９条第３項第３号の規定により、下

記のとおり届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 異 動 事 項

３ 内 容

（１）新

（２）旧

４ 異動年月日

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

氏 名

（備 考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は

提出を、その代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人

確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、資金管理団体の届出をした者本人の署名

その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

（第14条関係）第26号様式



資金管理団体指定取消届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

徳島県選挙管理委員会

氏 名

住 所

令和 年 月 日に下記の政治団体に係る資金管理団体の指定を取り消したので、

政治資金規正法第１９条第３項第１号の規定により届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 主たる事務所の所在地

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

氏 名

（備 考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は

提出を、その代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人

確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、資金管理団体の届出をした者本人の署名

その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

（第14条関係）第24号様式



（確認欄）

寄 附 金 （ 税 額 ） 控 除 の た め の 書 類

この寄附金は、政治資金規正法第１２条若しくは第１７条又は公職選挙法第１８９条の規定による報告書に

より報告されたものです。

（寄附をした者）

氏 名

住 所

百万 十万 万 千 百 十 円
寄 附 金 の 額

寄 附 年 月 日 令和 年 月 日

（寄附金の額には必ず￥をつけること。）

（寄附を受けた団体）

名 称

所 在 地

政 党 又 は 政 治 資 金 団 体 左記以外の特定の政治団体
団 体 の 区 分 租税特別措置法第41条の18 租税特別措置法第41条の18

第1項第1号又は第2号 第1項第3号又は第4号
いずれか該当するも
のの番号を○で表示 １ ２

租税特別措置法第41条の18 その団体の主宰者又は主要な構成
第1項第3号該当の場合 員である国会議員の氏名

租税特別措置法第41条の18 (1)その団体が推薦し又は支持する
第1項第4号該当の場合 者の氏名
同号イ該当の場合は(2)の
記載は必要ありません。 (2)上記(1)の者が立候補した選挙名 選挙

及び立候補年月日 令和 年 月 日

（寄附を受けた個人）

(1)公職の候補者の氏名
公 職 の 候 補 者

(2)上記(1)の者が立候補した選挙名 選挙
及び立候補年月日 令和 年 月 日

住 所

（寄附の内訳）

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 年 月 日 金 額

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円















 

 

＜令和７年１２月＞ 

     県選挙管理委員会から必要書類を受け取る 

        収支報告書様式、政治資金規正法の手引等 

 

 

      

 

     令和７年１２月３１日（又は解散日）時点で、会計帳簿を締め切る 

 

 

      

 

＜令和８年１～３月＞ 

     収支報告書（R7.1/1～12/31 の収支を記載）を作成する 

        今年新たに設立した団体は、設立時～R7.12/31 の収支を記載 

 

        ・提出書類チェック表で、必要書類を確認して、収支報告書用紙から 

必要な様式を取り出す 

        ・収支報告書記載例を参考にして、様式に記載する 

        ・該当する場合は、「寄附金（控除）のための書類」を作成する 

 

 

      

 

    県選挙管理委員会へ収支報告書を提出する 

        ・提出期間は R8.1/5～3/31（国会議員関係政治団体は、R8.5/31 まで） 

        ・提出は以下のいずれかの方法による 

① インターネット提出 

政治資金関係申請・届出オンラインシステムを利用して提出可能 

② 直接持参(県庁７階市町村課内) 

③ 郵送 

  

１０ 収支報告書作成の流れ 



（参考）提出書類チェック表 

 

※（その○）というのは、収支報告書用紙の左上に付けてある番号です。 

 

 

 

 

 

 

以下、該当する様式の作成が必要です。 

・事業収入がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（その３） 

・借入金がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（その４） 

・本部又は支部から供与された交付金の収入がある場合・・・・・・・・・（その５） 

・上記及び個人の負担する党費又は会費・寄附以外の収入がある場合・・・（その６） 

・寄附収入がある（政党匿名寄附を除く）場合・・・・・・・・・・・・・（その７） 

 寄附収入のうち、寄附のあっせんによるものがある場合・・・・・・・・（その８） 

・政党匿名寄附の収入がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（その９） 

・事業収入のうち特定パーティーの収入がある場合・・・・・・・・・・（その１０） 

 ・政治資金パーティーの対価として 

 ２０万円を超える支払を同一の者から受けた場合・・・・・・・・・・（その１１） 

 ２０万円を超える支払のあっせんを同一の者から受けた場合・・・・・（その１２） 

 

 ・支出がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（その１３） 

 ・経常経費の支出がある資金管理団体又は国会議員関係政治団体・・・・（その１４） 

 ・政治活動費の支出がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（その１５） 

 ・本部又は支部に対して供与した交付金の支出がある場合・・・・・・・（その１６） 

 ・１回に５万円以上支払ったものがある場合・・・・・・・・・・・・・・（領収書） 

  ※国会議員関係政治団体の場合は、１万円をこえる支出 

 

 ・資産等がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（その１８） 

 ・資産等のうち不動産がある資金管理団体・・・・・・・・・・・・・・（その１９） 

 

※政治団体を解散したい（解散している）場合、解散日までの収支報告書を提出しなけれ

ばなりません。 

※解散団体については、（その２０）に代表者の署名又は押印が必要ですので、注意して

ください。 

a. 収入、支出等全てなし 

b. 収入、支出等いずれかがある 

（その１）（その２）（その１７） 

（その２０）を作成して終了 

b.選択 

（その１）（その２）（その１７）（その２０）を作成 

a.選択 



（参考）Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１．収入も支出もないから、提出しなくてもいいのでは。 

Ａ１．資産等もなく、収入・支出が「０」円の場合も、次の様式の提出は必要です。 

   （その１） 表紙 

   （その２） 収支の状況 

   （その１７）資産等の状況 

個人でなく、政治団体として有している資産等です。 

   （その２０）宣誓書 

会計責任者の署名又は押印が必要です。 

         代表者の欄は、解散した場合のみ、署名又は押印が必要です。 

 

Ｑ２．収支報告書を書き誤ったのですが、訂正はできますか。 

Ａ２．訂正箇所に二重線を引き、会計責任者の押印又は署名により訂正してください。 

 

Ｑ３．用紙が足りないし、手書きは大変なので、パソコンで作成してもいいですか。 

Ａ３．用紙が不足した場合は、コピーして刷り増したものを使用して結構です。 

   パソコンで作成しても構いません。なお、総務省が提供する「収支報告書作成ソフ

ト」で簡単に作成できます。 

   ※「収支報告書作成ソフト」のダウンロード方法 

① 検索画面で、「収支報告書作成ソフト」と入力 

② 「収支報告書作成ソフト（単独使用）」からソフトをダウンロード 

 

Ｑ４．インターネットでも提出できますか。 

Ａ４．「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」により可能です。 

   詳しい利用方法はホームページをご覧ください。 

   https://kyoudou.soumu.go.jp/ 

 

Ｑ５．政治団体を解散したいのですが、どうしたらいいですか。 

Ａ５．「解散届」と「収支報告書」の提出が必要です。 

 

Ｑ６．年の途中で、会計責任者（又は代表者、主たる事務所の所在地など）が変更になっ

たのですが、どうしたらいいですか。 

Ａ６．「異動届」の提出が必要です。なお、郵送での受付はできません。 

  



Ｑ７．寄附収入があったのですが、記載において注意点はありますか。 

Ａ７．注意点は次のとおりです。 

① （その２）に合計金額を記載し、更に寄附者を個人、法人・その他の団体、 

政治団体に区分して、それぞれ（その７）を作成してください。 

② 公職の候補者等が自身の後援団体に寄附した場合も、「個人分」に記載します。 

③ 寄附の内訳は、寄附年月日順に寄附者ごとに記載しますが、同一の寄附者が２

回上寄附をした場合には、寄附者ごとに名寄せして、（小計）を記載します。 

④ 寄附者の住所又は所在地は、県外の場合は県名から記載します。  

 

Ｑ８．「領収書の写し」は、電話料金や家賃でも必要ですか。 

Ａ８．「領収書の写し」は、支出先がたとえ政治団体の本部や候補者等の選挙事務所であ 

っても、政治活動費の内訳に記載された一件５万円以上の支出は、添付します。 

ただし、国会議員関係政治団体は人件費以外の１件１万円以上の支出について領収

書の添付が必要です。 

 

例）Ａ政治団体に「交付金」として、１月１万円、３月３万円、５月３万円を支出

した場合、一月ごとでは５万円以上ではないが、年間合計額は５万円以上とな

るため、三か月それぞれの領収書の写しを添付する必要があります。 

 

   光熱水費・事務所費（電話料金を含む）などの経常経費は、資金管理団体、国会議

員関係政治団体のみ、領収書の写しの添付が必要です（人件費は添付不要）。 

 

   銀行振込の場合は、「振込明細書に係る支出目的書」に記載して、振込明細書の写

しを添付します。 

 

   なお、領収書の写し、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」、銀行等の振込明細

書の写し、「振込明細書に係る支出目的書」は、それぞれ支出費目ごとに分類し

て、収支報告書（その１）～（その２０）とは別に綴じてください。 

 

   領収書の原本は提出不要です。会計責任者が保管してください。 

 

  



Ｑ９．すべての資産について記載しますか。 

Ａ９．（その１７）～（その１９）の記載には、個人の資産は含みません。政治団体とし

て所有しているものについて記載します。 

   （その１７）資産等の総括表 

資産等の有無について記載します。 

無い場合は、「無」の□にチェックします。 

   （その１８）資産等の項目別内訳 

(その１７)で｢有｣である項目の内訳を記載します。 

   （その１９）不動産の利用の現状 

(その１７)でア～ウが｢有｣である資金管理団体がその利用について 

記載します。 

 

   ｢預貯金等｣には、普通預金、当座預金、普通貯金、通常郵便貯金は含まれません。 

   ただし、定期預金がある場合は、その金額を記載します。 

 

Ｑ１０．領収書の宛名が政治団体名でないのですが、そのまま添付してよいですか。 

Ａ１０．領収書の宛先は、政治団体名の名称でもらってください。相手方の倒産等でどう

しても宛名の訂正ができない場合は、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」

に記載し、写しとあわせて提出してください。 


